
薬剤師に求められる資格・スキルの変化を捉えて

研修認定薬剤師に対応したオンライン学習コンテンツの販売を開始

事業の展望

「患者のための薬局ビジョン」による薬剤師の役割の変化
　2015 年 10月に厚生労働省より「患者のための薬局ビジョ
ン」が発表され、薬剤師に求められる仕事が大きく変化してい
ます。薬剤師が行う業務は、対物業務から対人業務へ大きく
変化し、業務量が大幅に増加しました。
　依然として薬剤師の不足状況は高い水準で推移しており、
2016年 4月の診療報酬改定からかかりつけ薬剤師制度の開
始や、在宅医療の推進により薬剤師の不足状況はさらに高まっ
ています。また、対人業務に求められる主なものは、保険薬局
での業務経験が必要であり、最新の知識の習得を求められる
内容となっています。このことから、派遣元での継続的な教育
が従来にも増して重要となっており、それに対応した教育がで
きる当社では、これまで以上に優位性が発揮できると考えてい
ます。

　2016 年 4月の診療報酬改定では、「患者のための薬局ビ
ジョン」を反映し、かかりつけ薬剤師制度が開始されました。
かかりつけ薬剤師要件の一つとして、研修認定薬剤師の資格
取得が必要となりました。これは、薬剤師認定制度認証機構
（CPC）の受講単位を一定数以上取得することで認定を受け
ることが可能な資格です。また、研修認定薬剤師の資格を維

　2016 年 4 月の診療報酬改定では「患者のための薬局ビ
ジョン」が盛り込まれ、かかりつけ薬剤師制度が開始されたこ
とにより、薬剤師に求められる役割は増加しています。薬剤師
の不足状況から広告宣伝費を含めた薬剤師採用コストは高止
まりしていますが、今後も非常に強い需要が継続して見込ま

　以前から提供していたJP	Learningをアップデートし、2017
年1月にJP	Learning	Ⅱの販売を開始しました。かかりつけ
薬剤師になるために必須である研修認定薬剤師の資格を取
得・維持するためのオンライン学習ツールです。当社に登録
されていない薬剤師も学習が可能であり、広くかかりつけ薬剤
師のニーズに応える内容を提供しています。

持するためには、継続的に研修を受け単位を取得していく必要
があります。
　他の派遣事業者では教育制度を確立することが難しく、この
ような研修制度を提供していません。当社ではグループ内に
調剤薬局事業を持っていることにより、優れた研修制度を確立
し提供することで、質の高い薬剤師の派遣を実現しています。

れます。また、あらゆる「壁」を打ち破る一億総活躍の国創り
を掲げる政府においては、規制改革に伴う議論が進められて
おり、人材派遣分野の拡大も想定されます。当社としては規
制緩和等の機会を逃すことなく、業容拡大に向けて機動的な
事業の展開を続けていきます。

薬の重複投与、飲み合わせ
のチェック

医師への疑義照会

丁寧な服薬指導

在宅訪問での薬学管理
副作用・服薬状況の

フィードバック
処方提案

残薬解消対人業務

Q&A

教育を施した質の高い薬剤師を世の中の薬局へ派遣することにより、経営理念である“真の医薬分業の実現”に寄与する
と考えています。

日本調剤以外の薬局へ派遣を行うのはなぜか？

日本調剤を支える基盤3
39　　ESGマネジメント

43　　役員の状況

45　　コーポレート・ガバナンス
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私たち日本調剤では、ESG（Environment/Social/Governance）に対する
さまざまな取り組みを強化しています。それに加えて近年では、会社を支
える人（Human）を非常に重要な経営資源と捉え、働き方へのさまざまなサ
ポートを積極的に行っています。

ＥＳＧ課題への取り組み 参照ページ

環境 温室効果ガスへの取り組み P20

患者さま かかりつけ薬剤師への取り組み P27 〜 29

患者さま ジェネリック医薬品の使用による医療費負担の軽減 P20

地域社会 健康サポート薬局への取り組み P29

地域社会 健康チェックステーション
健康フェア P40

地域社会 在宅医療への取り組み P27

政府・行政 ジェネリック医薬品使用による医療費の増加抑制 P20

医療機関 医療機関との連携 P28

株主・投資家 株主・投資家の皆さまと共に P41

ガバナンス コーポレートガバナンスへの取り組み P45 〜 49

人材への投資
女性活躍促進への取り組み
多様なキャリアプランの提供
在宅医療を担う人材の育成

P21,  P42

ESGマネジメント

地域社会と共に
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健康チェックステーション
　2016 年 12 月より薬局内に「健康チェックステーション」を開設。市
販薬や健康食品の適切な使い方のアドバイス、また健康相談などを行
うことで、率先して地域住民の方々の健康づくりに貢献しています。こ
のような健康サポート機能を持つ薬局の整備を今後さらに進めていき
ます。

薬剤師体験
　職場体験を通して、お薬を安全に飲むことの重要性や、薬剤師がどの
ように地域住民の健康維持に貢献しているのかを伝える活動を続けて
います。2017年 7月に京都府の与謝野薬局では、20名を超える地域
のお子さまが参加し、子ども用の白衣に袖を通して、調剤から監査、服薬
指導までを体験しました。待合室には調剤機器を用意し、実際にお薬に
見立てたラムネなどを分包するなど薬剤師の仕事を体験しました。薬
剤師の仕事への理解を深めていただく機会を積極的につくる活動を続
けています。

健康フェア
　地域住民の皆さまの健康維持や病気予防への取り組みを進めていま
す。自己採血による簡易血液検査、血管年齢・ストレス度測定、骨密度測
定、体組成測定などを行い、必要に応じて医療機関へ受診勧奨を実施し
ています。また、健康が気になる方や検査値が高めの方には、管理栄養
士による食事指導を含めた栄養相談を行い、すでに病気の治療中で薬を
服用されている方には、薬剤師による健康相談やお薬相談を全国の薬局
で随時実施しています。

学会発表
　「日本臨床腫瘍薬学会　学術大会 2017」において、当社薬剤師が「保
険薬局におけるオピオイド速崩錠の使用状況および疼痛（とうつう）コン
トロールの実態調査」について発表を行いました。がん患者さまの生活
の質を向上させるためにオピオイド製剤により、疼痛をコントロールする
治療が行われていますが、一部の患者さまでは、我慢してしまうなど疼痛
の相談が十分にできていない事例が報告されています。薬剤師が患者
さまへ行う服薬指導の際に、疼痛の評価をすることで、オピオイド製剤の
適正使用につながることが期待されています。

日
本
調
剤
を
支
え
る
基
盤

デ
ー
タ
セ
ク
シ
ョ
ン

39 40

事
業
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス

「
真
の
医
薬
分
業
の
実
現
」に
向
け
た
成
長

日本調剤	企業レポート	2017



ESGマネジメント

人材への投資株主・投資家の皆さまと共に

ocial umanS H

社会保育施設との提携で育児休暇からのスムーズな復帰をサポート
　従業員の仕事と家庭の両立支援の一環として、社外保育施設やベビーシッターサービス企業との提携を行っていま
す。保育施設への入園が困難な場合には、一時的なセーフティーネットとして利用できる社外保育施設として、（株）タ
スク・フォース、（株）ニチイ学館の 2社と提携しています。

事業内職業能力開発計画を策定
　日本調剤では、2016 年 12月に職業能力体系・キャリア
マップ・教育訓練体系を策定しました。医療の担い手とし
ての自覚と使命感を持ち、超高齢社会を背景に高まる医療
ニーズに応え、社会に貢献する人材の育成を行うことを目的
としています。
　特に調剤薬局事業の中核を担う薬剤師については、「薬
学知識」「店舗管理知識」「理念教育」を薬剤師教育の 3本柱
として位置付け、徹底して患者さまの健康に貢献するプロ
フェッショナルの育成に注力しています。

在宅医療研修を全国で実施
　在宅医療の知識習得を目的とした研修を全国で実施しています。2016 年度
は全国 16ヶ所で計 21回実施し、のべ約 600名が参加しました。研修では「在
宅緩和ケア」についての講義が行われ、実際に実技による研修により、知識の習得
に努めました。
　「在宅緩和ケア」とは、患者さまの身体的な苦痛だけではなく、精神的・心理的
苦痛も含めたトータルペイン（全人的苦痛）をケアの対象として、患者さまのQOL
を改善するものです。在宅医療へのニーズが高まる中、それに応えるための教
育に注力しています。

病院研修への積極参加
　全国の大学病院や地域の基幹病院で行われる病院研修の受講を積極的に進め
ています。旭川医科大学病院の研修参加からスタートし、2017 年 6月 1日時
点で8病院 24回の参加実績となりました。
　また、「患者のための薬局ビジョン」で求められる高度薬学管理機能の強化につ
ながる取り組みとして、国立がんセンターで3ヶ月にわたり実施された「外来がん
治療認定薬剤師」研修にも参加。進化するがん治療に対応できる薬剤師の育成
にも積極的に努めています。

女性活躍促進への取り組み

多彩なキャリアプランの提供

在宅医療を担う人材の育成

高度薬学管理機能への取り組み

株主総会
　2016 年 6月 28日に第 36 期株主総会を開催しました。そこでは
7つの議案が提出され、すべての議案が本株主総会で承認されました。
また、より透明性の高い経営の実現及び経営の機動性の向上を目指し、
本株主総会をもって当社は監査等委員会設置会社へ移行しました。株
主総会の最後に、代表取締役社長の三津原博よりあいさつがあり、株主
の皆さまに向けて今後の日本調剤グループの事業展開について説明し
ました。

海外投資家向けＩＲ
　近年、海外投資家からの関心が高まっており、ビジネスモデルや成長
戦略等についての質問が多く寄せられています。日本調剤ではこれに
応えるため、2016 年 5 月に海外でのＩＲ活動を実施しました。香港・シ
ンガポールで行われた機関投資家とのミーティングでは、2016 年 3
月期の業績や 4月からの医療制度変更への対応、グループ全体として
のこれからの事業戦略についての説明を行いました。活発な質疑が行
われ、投資家からは十分な理解が得られたとの反応がありました。海
外投資家比率が上昇傾向にあり、海外投資家が集まるカンファレンス
への参加などを含め、海外投資家向けＩＲ活動を積極的に実施していく
計画です。

決算説明会
　2016 年 5月 11日に決算説明会を開催しました。直前の 2016 年
4月に行われた診療報酬改定を受け、当決算説明会では、かかりつけ薬
剤師制度が開始されるなど調剤薬局業界での大きな変化に向けての経
営方針を説明しました。参加者からは、診療報酬改定への対応状況など
についての多くの質問が寄せられそれに対して、改定への取り組み状況
や変化を捉えた日本調剤グループの成長戦略を中心に経営陣から回答
を行うなど投資家との活発な質疑が展開されました。

■ 個人投資家向け会社説明会
■ スモールミーティング
■ 投資家との個別ミーティング（国内・海外）
■ 投資家との電話会議（海外）

▼ 以下の取り組みも随時実施しています
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昭和54年12月 武田薬品工業株式会社退職

昭和55年３月 当社代表取締役社長（現任）

平成６年１月 宮城日本調剤株式会社〔現:株式会社
メディカルリソース〕
代表取締役社長（現任）

平成17年１月 日本ジェネリック株式会社
代表取締役社長（現任）

平成24年１月 株式会社日本医薬総合研究所
代表取締役社長（現任)

平成25年５月 長生堂製薬株式会社代表取締役会長
（現任）

代表取締役社長

三津原　博

平成20年５月 当社入社

平成21年４月 当社財務部部長

平成27年４月 当社財務部長

平成27年６月 当社取締役財務部長（現任）
株式会社メディカルリソース取締役
（現任）

取締役

小城　和紀

平成25年４月 当社入社
当社営業統括部部長

平成25年10月 当社営業推進部長

平成27年６月 当社取締役営業推進部長

平成28年４月 当社取締役営業統括部長

平成28年6月 当社常務取締役営業統括部長（現任）

常務取締役

笠井　直人

平成12年４月 当社入社

平成12年４月 当社経理部次長

平成19年４月 当社経理部長

平成20年５月 日本ジェネリック株式会社監査役
(現任)

平成24年１月 株式会社日本医薬総合研究所監
査役(現任)

平成24年６月 株式会社メディカルリソース監
査役(現任)

平成25年５月 長生堂製薬株式会社監査役(現任）

平成28年６月 当社取締役(監査等委員)（現任)取締役 (監査等委員）

木村　金吾

平成14年８月 日本プロパティ・ソリューションズ株式
会社代表取締役副社長

平成20年６月 エム・ユー・トラスト総合管理株式会社
代表取締役社長

平成23年６月 同社取締役会長

平成24年６月 当社常務取締役財務部長

平成25年６月 当社常務取締役（現任）

平成26年２月 長生堂製薬株式会社取締役（現任）

常務取締役

鎌田　良樹

平成23年１月 当社入社
当社公共営業部長

平成25年10月 当社総務部長

平成28年６月 当社取締役管理本部長兼
総務部長（現任）

取締役

藤本　佳久

平成４年１月 当社入社

平成16年１月 当社大阪支店営業部部長

平成16年４月 当社大阪支店長兼
大阪支店営業部部長

平成19年４月 当社営業統括部長

平成19年６月 当社取締役営業統括部長

平成28年４月 当社取締役営業推進部長（現任）

取締役

宮田　徳昭

昭和52年４月 検察官検事任官

昭和60年４月 弁護士登録（現任）

平成２年４月 薄金・有住法律事務所開設

平成13年７月 当社監査役

平成25年10月 薄金法律事務所開設（現在）

平成28年６月 当社取締役(監査等委員）(現任)

社外取締役 (監査等委員）

薄金　孝太郎

平成11年９月 当社入社
平成13年４月 当社経営企画部長
平成17年１月 日本ジェネリック株式会社取締役
平成18年４月 当社営業推進部長
平成18年10月 株式会社メディカルリソース取締役
平成19年６月 当社取締役営業推進部長
平成22年６月 当社取締役退任
平成25年６月 株式会社日本医薬総合研究所取締役

（現任）
平成26年６月 当社取締役

日本ジェネリック株式会社取締役
（現任）

平成27年６月 当社常務取締役
平成29年６月 当社専務取締役（現任）

専務取締役

三津原　庸介

平成21年６月 当社入社
当社管理部長

平成21年12月 当社健保・施設推進部長

平成23年６月 当社取締役健保・施設推進部長

平成29年６月 当社取締役健保推進部長（現在）

取締役

鈴木　重夫

平成６年５月 当社入社

平成７年４月 当社九州支店薬剤部部長

平成18年６月 当社九州支店長

平成20年３月 当社薬剤本部長

平成20年６月 当社取締役薬剤本部長

平成24年４月 当社取締役薬剤本部部長

平成24年６月 当社取締役退任

平成24年６月 当社薬剤本部部長

平成25年６月 当社取締役薬剤受託部長

平成27年６月 当社常務取締役薬剤受託部長（現任）常務取締役

深井　克彦

平成２年７月 当社入社

平成12年４月 当社東北支店薬剤部部長

平成16年12月 当社薬剤本部東日本薬剤統括部長

平成21年12月 当社薬剤本部購買部長

平成24年４月 当社薬剤本部長兼薬剤本部購買部長

平成24年６月 当社取締役薬剤本部長兼薬剤本部購
買部長

平成26年１月 当社取締役薬剤本部長（現任)

取締役

小柳　利幸

平成18年７月 東京国税局退職

平成18年８月 公認会計士・税理士登録（現任）
税理士法人日本税務総研パート
ナー（現任）

平成26年６月 当社監査役

平成28年６月 当社取締役(監査等委員）(現任)

社外取締役 (監査等委員）

長嶋　隆

（2017年6月29日現在）役員の状況
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コーポレート・ガバナンス

　当社は、経営環境の変化に的確に対応するとともに、継続
的に企業の健全性を確保し、企業価値をさらに向上させてい
くためには、経営の透明性の向上と経営責任の明確化、スピー
ディーな意思決定、経営目標の達成に向けた経営監視機能の
強化が必須であると考えています。さらには、当社グループ
の事業活動が各種規制に基づいた事業であることから、コー
ポレート・ガバナンスの充実及びコンプライアンスの強化は極
めて重要であると認識しており、この認識の下で各種対策を
実行しています。
　また当社の規模・業容においては、監査等委員会設置会社
が、当社における監査・監督機能及びコーポレート・ガバナ
ンスの充実に適していると判断しています。

　当社は2016 年 6月 28日開催の第 36 期定時株主総会
において、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移
行しています。取締役会は、取締役（監査等委員である者を
除く）10名及び監査等委員である取締役 3名（うち社外取
締役 2名）で構成され、法令等に定める重要事項の決定及
び職務執行状況の監督等を行います。
　また、社外取締役 2名を含む監査等委員 3名は、監査等
委員会を構成し、取締役会における議決権行使等を通じて監
督機能を果たすと共に、取締役の職務執行の監査及び監査報
告の作成を行います。
　会計監査については、会計監査人として有限責任監査法人
トーマツを選任し、適正な会計処理及び経営の透明性を確保
しております。

コーポレート・ガバナンスに関する
基本的な考え方

コーポレート・ガバナンスの体制
コーポレート・ガバナンスの体制図

長生堂製薬株式会社

医薬品受託製造医薬品販売

情報提供
コンサルティング

情報提供

調剤・医薬品の販売

薬剤師の派遣・紹介医師の紹介
看護師の派遣・紹介

（医薬品卸企業経由）
当社グループ製品販売 薬剤師の派遣・紹介

（他、連結子会社 2社）

医薬品販売

医薬品仕入

日本ジェネリック
株式会社

日本調剤株式会社

調剤薬局事業

医療従事者派遣・紹介事業

医薬品製造販売事業

株式会社メディカル・リソース

株式会社日本医薬総合研究所

株主総会

取締役会
代表取締役

会計監査人

監査室

監査等委員会監査

監査

各部門、子会社

監査

会計監査
内部統制監査

連携

連携

報告

報告

選任・
監督

選任・監督

指揮・命令

指揮・命令

選任・解任選任・解任

監査等委員でない取締役 10名 監査等委員である取締役 3名
（うち社外取締役 2名）

選任・解任

医
薬
品
卸
企
業

製
薬
企
業

経
営
・
監
視

業
務
執
行
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overnanceG

＊写真は当社役員会議室
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■ 政策保有株式
　当社は、事業運営上の観点あるいは取引関係の強化などの
目的で上場株式を保有する場合、その投資額及び当該株式
保有がもたらす当社の利益等を総合的に勘案し、その保有可
否を判断します。また、保有する上場株式のうち主要なもの
について、保有の狙い・合理性について定期的に検証を行い、
その結果を取締役会に報告しています。さらに、政策保有株
式に係る議決権の行使については、保有目的と投資先の企業
価値の向上に資するかどうかによって賛否を判断します。

■ 関連当事者間の取引
　当社では、当社が役員や主要株主等との取引（関連当事者
間の取引）を行う場合において、その取引が会社及び株主共
同の利益を害することのないよう、「取締役会規程」において
関連当事者間取引を取締役会付議事項としています。そして
取締役会において、実際の個別取引に係る承認をし、又は報
告の受領を通じて監視を行っています。また、関連当事者間
取引に係る取締役会決議にあたっては、法務担当部署による
リーガルチェックを実施しています。

■ 情報開示の充実
(1) 会社の目指すところ（経営理念等）や経営戦略、経

営計画
　　　当社グループの企業理念、経営戦略、経営計画は、
主に自社 HP の下記URLにおいて開示し、その他株主
通信、有価証券報告書等の媒体を活用し発信しています。
企業理念：
	http://www.nicho.co.jp/corporate/profile/
経営戦略・経営計画：	
	http://www.nicho.co.jp/corporate/info/12390/

(2) 取締役会が取締役の報酬を決定するに当たっての方
針と手続

　　　当社は、取締役及び監査等委員である取締役の報酬
総額について株主総会で決議しています。個別の報酬の
額又はその算定方法については、各取締役の各年度にお
ける貢献度及び目標達成度等を総合的に考慮して、取締
役については取締役会、監査等委員である取締役につい
ては監査等委員の協議によりそれぞれ決定しています。

（3） 取締役（監査等委員である取締役を除く）・監査等
委員である取締役の選任と指名を行うに当たっての
方針と手続

　　　当社では、取締役（監査等委員である取締役を除く、
以下同）として株主からの経営の委任に応え、経営に関
する豊富な経験と高い識見を有し、取締役の職務と責任
を全うできる人材を取締役候補者として選任する方針と
しています。この方針に基づき、代表取締役が取締役候
補者の原案を作成して取締役会に提案し、取締役会にお
いて取締役候補者を決定しています。

　　　監査等委員である取締役については、経営における監
査及び監査等委員会の機能の重要性を理解し、監査等
委員の職務と責任を全うできる人材を、監査等委員であ
る取締役候補者として選任する方針としています。この
方針に基づき、代表取締役が監査等委員である取締役
候補者の原案を作成して、監査等委員会の同意を得て、
取締役会に提案し、取締役会において監査等委員である
取締役候補者を決定しています。

(4) 取締役個々の選任・指名についての説明
　　　当社は、取締役及び監査等委員である取締役候補者
の選任理由について、株主総会招集通知に記載し、ホー
ムページにおいて開示しています。

■ 取締役会の役割・責務
　当社は、法令、定款及び取締役会規程に従い、経営方針・
戦略、業務執行上の重要な事項を取締役会において判断・決
定しています。また、経営陣に委任する事項は、職務権限規
程及び業務分掌規程に定めており、その業務執行の状況につ
いて取締役会で報告を受け、監督機能の充実を図っています。

■ 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質
　当社は、独立社外取締役については、東京証券取引所の
独立性基準に加え、人格・識見に優れ、当社の経営に対して
適切な助言・監督ができる者を選定しています。

■ 取締役会の実効性確保のための前提条件
　当社の取締役会は、業務執行と経営の監視機能を実効的に
果たすため、会社経営・経済環境に精通し高い能力を持つ者、
当社事業環境に関する深い知識・経験を有する者、経理・財務・
法務・人事に豊富な知見を有する者等から構成され、全体と
してのバランス、多様性に配慮しています。また取締役会は、
取締役 10名及び監査等委員である取締役 3名で構成してい
ます。

■ 取締役会の実効性確保のための前提条件
　当社は取締役の兼任数について、その役割・責務を適切に
果たすために合理的な範囲にとどめており、その兼任状況は、
株主総会招集通知に記載しています。

■ 取締役会・監査役会の実効性確保のための前
提条件
　当社は、2017年 5月から6月にかけて、外部コンサルタ
ントの意見を踏まえ、取締役会議長である社長を除く取締役
全員を対象に、「取締役会の構成と運営」をはじめとする20
項目の取締役会の実効性評価にかかるアンケートを実施し、
取締役会において取締役会全体の実効性について分析・評価
を行いました。
　その結果の概要は、全項目の評価において良好な結論を
得ており、取締役会の実効性は確保できていると判断してい
ます。一方、取締役会における運営面の取り組みについては
建設的な意見が提示されたことから、今回の評価結果を踏ま
え、引き続き取締役会全体の実効性の向上に努めていきます。

■ 取締役のトレーニング
　当社は、社内取締役に対しては、役員の責務等について適
宜適切な説明を行い、必要に応じて第三者機関による研修や
セミナーを受講する機会を提供し、その費用は会社負担とし
ています。また、社外取締役に対しては、当社の事業内容や
経営課題等に関する理解を深めることを目的に、当社グルー
プ各社の店舗・工場・事務所等の主要拠点を視察し、経営陣
幹部や各部門から事業内容や経営課題等の説明を受ける機会
を提供しています。

■ 株主との建設的な対話に関する方針
　当社は、株主・投資家の皆様に当社の経営・財務状況を積
極的かつ公平、公正、タイムリーに情報開示し、適正な株価
形成を目指し、以下のような IR 活動推進体制を整えています。

(1) 株主との対話を主に担当する部署及びこれを統括す
る役員

　　　当社における株主との対話については、IR 担当部門で
ある経営企画部が担い、経営企画担当役員がこれを統括
しています。

(2) 関連部署との連携のための方策
　　　当社では IR 担当部門である経営企画部が、総務部、
広報部、経理部、財務部、その他の各部門、子会社と
の情報共有、情報収集に努めており、また、その協力体
制を整えています。

(3) 個別面談以外の取り組み
　　　当社は、株主総会、決算説明会、事業説明会、工場
見学会、当社HPにおける情報開示等の実施により、当
社の経営戦略や事業環境に関する理解を深めていただけ
るよう、活動を実施しています。

(4) 経営陣幹部や取締役会に対するフィードバックのため
の方策

　　　当社では、株主・投資家の皆さまからのご提言などに
ついて、その内容を担当役員等に定期的に報告し、経営
陣へフィードバックを行う体制を構築しています。

(5) インサイダー情報の管理に関する方策
　　　当社は、IRにおけるインサイダー取引防止体制として、
決算情報について決算期末日の翌日から決算発表日まで
を沈黙期間としています。また、内部情報管理規程を設
け情報管理体制を整えています。

コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示

コーポレート・ガバナンス
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データセクション4
51　　用語説明

53　　用語説明

55　　10年データ（財務・非財務サマリー）

57　　経営成績及び財務分析の報告

59　　連結貸借対照表

61	 連結損益計算書

62	 連結包括利益計算書・連結株主資本等変動計算書

63	 連結キャッシュ・フロー計算書

64　　事業等のリスク

67　　会社情報

68　　沿革

69　　株式情報

　当社では、社内において必要な業務・管理機能を所定の部
組織に分割して担わせ、業務規程、権限規程の遵守を徹底す
ることで、権限分離と内部統制を実現する業務運営を図って
います。内部統制システム構築の動きとしては、2006 年 5
月 26日の取締役会において、内部統制システム構築に関す
る基本方針について決議（2016 年 6月 28日の取締役会に
おいて一部改正）しています。
　また会社法に基づき、下記の 12項目についての考え方を
定めています。

(1)	取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する
体制

(2)	当社グループの損失の危険の管理に関する規程その他の
体制

(3)	当社グループの取締役の職務の執行が効率的に行われる
ことを確保するための体制

(4)	当社グループの取締役及び使用人の職務の執行が法令
及び定款に適合することを確保するための体制

(5)	子会社の取締役等の職務の執行に係る事項の当社への報
告に関する体制

(6)	監査等委員会の職務を補助すべき取締役及び使用人に関
する事項

(7)	監査等委員会の職務を補助すべき取締役及び使用人の他
の取締役（監査等委員である取締役を除く）からの独立
性の確保、並びに当該取締役及び使用人に対する指示の
実効性の確保に関する事項

(8)	取締役（監査等委員である取締役を除く）及び使用人が
監査等委員会に報告をするための体制、その他の監査等
委員会への報告に関する体制

(9)	子会社の取締役・監査役等及び使用人又はこれらの者か
ら報告を受けた者が当社の監査等委員会に報告をするた
めの体制

(10)	監査等委員会へ報告をした者が当該報告をしたことを理
由として不利な取扱いを受けないことを確保するための
体制

(11)	監査等委員の職務の執行（監査等委員会の職務の執行
に関するものに限る）について生ずる費用の前払又はそ
の償還の手続、その他の当該職務の執行について生ず
る費用又は債務の処理に係る方針に関する事項

(12)	その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確
保するための体制

内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況

コーポレート・ガバナンス
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